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様式第５号（教育実習実施計画に関する書類） 

教 育 実 習 等 実 施 計 画 

１ 教育実習等の内容及び成績評価等 

① 教育実習等の時期 

4年次 5月～6月 

 

② 教育実習等の実習期間・総時間数 

中学校 4週間（120時間）、高等学校 2週間（60時間） 

 

③ 実習校の確保の方法 

(1)高等学校については、原則として大阪府内の近隣高等学校へ依頼し、直接承諾を得る。中学校につい

ては、原則として教育委員会を通じて中学校へ依頼し、承諾を得る。 

(2)上記（1）での実習が困難な学生については、母校へ依頼し、直接実習校から承諾を得る。ただし、母

校の所在地である各都道府県または市町村より指示がある場合は、大学が当該教育委員会へ申請し、

教育実習校の配当を受ける。 

 

④ 実習内容 

(1)教育実習実施計画（日程） 

教育実習Ⅰ（4 週間）  

日 程  内  容 

第１日 ①校長・教頭講話、職員・生徒への紹介、校内見学 

  ②オリエンテーション（学校の概要・教育方針・実習概要） 

  ③指導教員との打合せ 

第２日 ①観察（登下校時・全校集会・休み時間・清掃等） 

  ②指導教員との打合せ 

第３日 ①観察（始業時ホームルーム・終業時ホームルーム等） 

  ②授業参観（教科及び教科外） 

第４日 ①授業参観（教科） 

  ②指導教員との打合せ 

第５日 ①授業参観（教科） 

  ②教科の授業実習準備（指導案作成・教材研究） 

第６日 ①授業実習（教科） 

  ②授業の評価と改善点についての指導助言 

第７日 ①授業参観（教科のＴＴ授業） 

  ②ＴＴ授業指導教員との打合せ・指導案作成 

第８日 ①授業実習（教科のＴＴ授業） 

  ②観察（生徒指導等） 

  ③指導教員との打合せ 

第９日 ①授業実習（教科） 

  ②授業参観（道徳）道徳の授業実習の準備 
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   ③指導教員との打合せ 

第 10 日  ①授業実習（道徳） 

   ②ＴＴ授業指導教員との打合せ・指導案作成 

第 11 日  ①授業実習（教科のＴＴ授業） 

   ②指導教員との打合せ 

第 12 日  ①教科の授業実習 

   ②指導教員との打合せ 

第 13 日  ①教科の授業実習 

   ②指導教員との打合せ 

第 14 日  ①教科の授業実習 

   ②ＴＴ授業指導教員との打合せ・指導案作成 

第 15 日  ①教科の授業実習（ＴＴ授業） 

   ②学級活動の実習準備 

第 16 日  ①学級活動の実習 

   ②観察（生徒指導等） 

   ③指導教員との打合せ 

第 17 日  ①授業実習 

   ②指導教員との打合せ 

第 18 日  ①公開授業実習の準備（教材研究・指導案作成） 

第 19 日  ①公開授業実習 

   ②①に関する現職教員の指導助言・大学教員の指導助言・講評 

第 20 日  ①実習学生による反省会 

   ②校長の講評・指導助言 

   ③終了式（職員・生徒に挨拶） 

 全授業時間 120 時間中、授業参観 18 時間、授業実習 72 時間、うち研究授業 4 時間、観察・その他

30 時間。 

 学級経営、研究会、学校行事及びクラブ活動に参加。 

教育実習Ⅱ（2 週間）   

日 程  内  容 

第１日 ①校長・教頭講話、職員・生徒への紹介、校内見学 

  ②オリエンテーション（学校の概要・教育方針・実習概要） 

  ③指導教員との打合せ 

第２日 ①観察（登下校時・全校集会・休み時間・清掃等） 

  ②授業参観（教科および教科外） 

  ③指導教員との打合せ 

第３日 ①観察（始業時ホームルーム・終業時ホームルーム等） 

  ②授業参観（教科） 

  ③教科の授業実習準備（指導案作成・教材研究） 

  ④指導教員との打合せ 

第４日 ①授業実習（教科） 
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  ②授業の評価と改善点についての指導助言 

第５日 ①授業実習（教科） 

  ②授業参観（教科のＴＴ授業） 

  ③ＴＴ授業指導教員との打合せ・指導案作成 

第６日 ①授業実習（教科のＴＴ授業） 

  ②観察（生徒指導等） 

  ③指導教員との打合せ・指導案作成 

第７日 ①授業実習（教科） 

  ②授業の評価と改善点についての助言指導 

第８日 ①授業参観 

  ②公開授業実習の準備（教材研究・指導案作成） 

第９日 ①公開授業実習 

  ②①に関する現職教員の指導助言・大学教員の指導助言・講評 

第 10 日 ①実習学生による反省会 

  ②校長の講評・指導助言 

  ③終了式（職員・生徒に挨拶） 

  全授業時間 60 時間中、授業参観 10 時間、授業実習 34 時間、うち研究授業 2 時間、観察・その他

16 時間。 

 

(2)教育実習内容  

  「講話」「観察実習」「参加実習」「基本実習・応用実習」の 4 領域により実習を行う。 

１．講 話 

   実習校における校長、教頭及び各主任等が担当し、内容は以下のとおり。 

  ⑴ 学校の概要 

  ⑵ 学区域の状況と特色 

  ⑶ 担当学年・学級の特色 

  ⑷ 担当教科の特色・問題点等 

  ⑸ 各教科の指導方法等について 

  ⑹ 道徳、特別活動、学校行事等について 

  ⑺ 教育機器の利用法について 

  ⑻ 学校事務、諸表簿の取扱い及び処理について 

  ⑼ 教職員の服務等について 

  ⑽ 生徒の指導上の留意事項について 

  ⑾ その他 

 

２．観察実習 

 実習校で行われる教育活動を参観して、それらを記録し、分析し、問題点を把握するとともに、そ

の解決の方策をさぐる実習活動。 

  ⑴ 各教科、道徳、特別活動等、教育課程の全領域にわたる指導の実際を参観する。 

  ⑵ 担当教科について、指導教員の実地授業を参観する。 
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  ⑶ 他の実習生の授業を参観する。 

  ⑷ 特別支援学級等の授業を参観する。 

  ⑸ 登下校・休憩時間・昼食時等の指導を参観する。 

  ⑹ クラブ活動、生徒会活動等の実情を観察する。 

  ⑺ 体育祭、修学旅行等の企画、運営、指導の実際、事後処理等について観察する。 

 

３．参加実習 

 学習指導、生徒指導、学級経営、道徳の時間等の一部に参加し、指導教員の助言指導のもとに実地

指導を行う。 

  ⑴ 指導教員の授業指導、グループ活動、個別指導等の面で補助的役割を果たす。 

  ⑵ 指導教員の指導計画の下で、授業の一部を担当する。 

  ⑶ 指導教員の指示に従い、学習指導案の作成、教材・教具の準備等に参加する。 

  ⑷ 指導教員の指示・指導の下に、特別活動、学校行事等の指導の一部を担当する。 

  ⑸ 昼食指導の一部に参加する。 

  ⑹ 出席簿の記入、成績関連書類の処理等、学級事務処理の一部に参加する。 

  ⑺ 教材・教具等の作成、準備資料の収集、コピー、プリント等の作成に参加する。 

  ⑻ 教室の掲示物、その他教室環境の整備に参加する。 

  ⑼ 学年会、研究会等に参加する。 

  ⑽ 放課後のクラブ活動、読書指導等の課外活動に参加する。 

 

４．基本実習・応用実習 

 指導教員の指導のもとに、生徒の学習及び生活指導の全般にわたり、基礎的知識及び技能を習得

する基本実習を経て、これをさらに一歩進めて、実習生が自ら創意・工夫して計画し、指導し、反省

して、さらに前進するための配慮をする応用実習までを目標とする。 

  ⑴ 授業に先だって、教材研究を十分行っておく。 

  ⑵ 学習指導案を作成し、指導の経過、特に予想される学習活動について具体的な計画をたてる。 

  ⑶ 指導法や指導技術と教材の特色・機能とを理解し、効果的な指導方法を予め組んでおく。 

  ⑷ 生徒の個々や学力実態を理解し、学級全員がそれぞれ学習活動に参加できるよう配慮しておく。 

  ⑸ 周到に教材・教具を準備し、時間配分や提示方法についても考えておく。 

  ⑹ 指導者としての在り方や授業での生徒指導面についての考え、その心組みを整えておく。 

 

５．その他 

   実習時の実践・考察記録として、次の項目について教育実習簿（教育実習日誌）の記録を行う。 

  ⑴ 講話の記録（指導を受けた講話等の内容） 

  ⑵ 授業参観の記録 

  ⑶ 生徒の実態 

  ⑷ 毎日の記録（その日の反省、研究事項、指導教員の助言の内容） 

  ⑸ 教材研究、指導案、授業の反省 

  ⑹ 特別活動、学級経営等教育全般にわたって学習した事項 

  ⑺ 学校行事、社会的活動の観察記録等 
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⑤ 実習生に対する指導の方法 

(1) 実習前は、実習生が実習校の指導教員と実習内容について事前に打合せを行い、教育実習委員・教務

委員から成る教育実習指導教員が実習生に直接指導をする。 

(2) 実習中は、教育実習指導教員が実習校に訪問指導を行ったり、実習生からの相談に対して電話や電子

メールで指導を行う。 

 

 

 

⑥ 実習の成績評価（評価の基準及び方法） 

 ※ 評価項目表、評価シート等がある場合は、本計画書に添付すること。 

 

実習校からの実習評価 80％（実習校評価：A→80点 B→63点 C→55点 D→不可） 

  教育実習事後指導レポート 8％（A:8点 B:6点 C:4点 D:2点） 

  教育実習ガイダンス（事前･事後 計 6回）12％（事前･事後の指導 1回につき、2点） 

  

＜実習校からの実習評価に対する大学の評価算出方法＞ 

実習校からの評価は、本学所定の「教育実習評価表」を使用している。評価項目は７項目（1.教職に

対する自覚、2.生徒一人ひとりの評価の尊重、3.他者の理解と自己の変革、4.教材研究、5.授業展開、

6.生徒の集団活動の把握と指導、7.事務・実務能力）あり、各項目の評価基準を明示したうえで、実習

校の指導教諭および学校長に評価を依頼する。まず、実習校の指導教員が、各項目について a、b、cの

3段階で評価をつけ、これらの評価を総合的に判断したうえで、実習校の指導教諭および学校長が、最

終的に教育実習に対する「総合評価」A、B、C、D の 4 段階で評価を行う。この総合評価を本学が「実

習校からの実習評価」に記載の点数（A→80点、B→63点、C→55点、D→不可）の 4段階で機械的に点

数化を行う。なお、実習校から D評価を受けた場合は、教育実習の単位は認定しない。 

その後、レポート・ガイダンスの評価を加味し、決定点とする。 

※「教育実習評価表」を添付 

 

 

２ 事前及び事後の指導の内容等 

①  時期及び時間数 

(1) 事前指導 

   教育実習ガイダンスにおいて次の指導と面接を行う。 

   3年次実施：3月・5月・10月（各 3時間）1月（面接：20分/1グループ） 

 4年次実施：3月・4月（各 3時間） 

(2) 事後指導 

   4年次実施：7月（3時間） 
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②  内容（具体的な指導項目） 

(1)  事前指導 

 教職履修者については、教育実習生としての自覚を促すことを目的とし、教職関連ガイダインス出

席時には全員スーツ着用を義務付け、髪型や装飾品等も含めて教育実習にふさわしい服装でガイダン

スに臨むよう指導する。 

 

◎3 年次実施 

3 月：「教職課程の意義」・「教員の資質」についての講義 

5 月：「教育実習の目的・方法・実践」・「教育実習・教員採用試験」についての講義、教育実習を目

指す学生による決意発表 

  10 月：現職教員（卒業生）と実習修了者（4 年生）による公開討論会 

       ガイダンス以外での指導等 

   1 月：教育実習予定者全員にグループ面接（6 人／1 グループ：約 20 分） 

  

 【面接内容】 

       ・教育実習の目的 

       ・基本的な社会人としてのマナー 

       ・人権に関する理解と知識 

       ・その他（教員採用試験対策への取組等） 

        Ｃ評価の場合は、個別指導を実施する。 

 

◎4 年次実施 

   3 月：「教育実習・教員採用試験直前の課題」についての講義 

4 月：本学教員による「実習実践上の諸問題」「教員採用の動向」についての講義及び教育実習直

前の諸注意 

 

(2) 事後指導 

教育実習を終えた学生を対象とした教育実習ガイダンスを 4 年次の 7 月に実施し、実習体験に基づ

き指導案、教材、生徒指導等に関する具体的な問題点・疑問点についてディスカッションを行うととも

に、レポートを課し、総合的に「教育実習」について評価する。 

 

 

③ 教育実習等におけるハラスメントの防止等に関する学生への指導（相談窓口の周知を含む）及び学内

の相談体制等について 

教育実習等の事前指導に用いる「関西外国語大学教職課程ハンドブック」には、教育実習等で実習

するにあたって、絶対に加害者にならないこと、また、被害の相談を受けた場合は傍観者にならない

ことを明記する。また、自らがハラスメントを受けたと感じた場合は、ためらうことなく、大学の相

談窓口に相談することを併記する。 



7 

 

大学内の相談窓口として、「クラスアドバイザー」、「関西外国語大学学生相談室」を周知するとと

もに、「教職関係教科担当者」や法務局が設置している「常設相談所」等の学内外の相談窓口の活用

も紹介する。 

 

相談体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

学  

 

 

 

生 

⇔ クラスアドバイザー ⇔ 
教 

育 

実 

習 

委 

員 

会 

⇔ 教育委員会 

     

⇔ 関西外国語大学学生相談室 ⇔ ⇔ 学校、施設等 

３ 教育実習に関して連絡調整等を行う委員会・協議会等（以下「委員会等」という。） 

① 大学内の各学部・学科等との連絡調整を行う委員会等 

(1) 教務委員会 

・構成員：教務部長 1人、教務委員 17人計 18人によって構成する。 

・委員会等の運営方法： 

下部組織である教育実習委員会における教職課程の運営に係る審議結果を受け、本委員会で

調整及び最終決定する。また、教育実習委員と連携し、教育実習指導教員として教育実習等の指

導を行う。 

(2) 教育実習委員会 

・構成員：教育実習委員会委員長 1人、教育実習委員 13人計 14人によって構成する。 

・委員会等の運営方法： 

        教育実習委員会を招集し、教職課程の運営に係る事項（教職ガイダンス指導内容・方針、公

開討論会における実習修了者・現職教員の人選及びテーマ等調整、学生指導等）について審議す

る。その他必要に応じ、臨時委員会を招集し、突発的発生事項についての対応策等を審議し対処

する。 

【委員会の組織図】 

 

（全学組織） 
（外国語学部教授会） 

（教授会の下部組織） 

外国語学部教務委員会 

教育実習委員会 
連携 

教育実習の事前・事後、実習中の学習指導等 

教職教育センター 
外国語学部の教務全般 運営委員会 

教職課程の全学統括 
（教務委員会の下部組織） 

連携 
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② 大学外の関係機関（例：都道府県及び市区町村教育委員会等）との連絡調整等を行う委員会等 

（※学校体験活動を含む場合は、大学と学校との連携体制についても記載すること。） 

教職教育センター運営委員会（英語キャリア学部・外国語学部・英語国際学部・短大部と合同開催） 

・構成員：教職教育センター長 1 人、運営委員 11 人計 12 人によって構成する。 

・委員会等の運営方法： 

 教職教育センター運営委員会を定期的（原則として月 1 回）に開催し、本学｢教職課程｣履修者を

対象にした教員養成に係る支援活動や各都道府県及び市町村教育委員会、近隣の小・中・高等学校と

連携・協議し、幅広く学内外の教育政策・事業全般の推進に取り組んでいる。 

 

【委員会の組織図】 

 

 

４ 教育実習の受講資格 

【教育実習履修判定】 

教育実習については、4 年次生で 3 年次終了時において次の各号のすべての条件を充足し、教職に

就く意志が強固である者に履修を認める。 

(1) 卒業の要件とする単位のうち、未修得単位が 12単位以内であること。 

(2) 「教職に関する科目」のうち、3年次配当までの各必修科目をすべて修得していること。 

(3)  専門教育科目の平均が 70点以上であること。 

(4)  教養教育科目の平均が 70点以上であること。 

(5)  教職に関する科目の平均が 70点以上であること。 

(6) 3年次に実施される教育実習ガイダンスにすべて出席していること。 

    また、上記判定以外にも教育実習予定者全員に対し面接を行い、最終適否を行う。 

 

５ 実習校 
教育 

実習 

体験 

活動 
学級数の合計 中学校 380 学級、高等学校 2,894 学級 

〇 × 教育委員会名  枚方市教育委員会 中学校：19 校 359 学級 高等学校：0 校 

〇 × 教育委員会名  大阪府教育委員会 中学校：3 校 21 学級 高等学校：154 校 2,894 学級 

 

（全学組織） 
（外国語学部教授会） 

（教授会の下部組織） 

外国語学部教務委員会 

教育実習委員会 
連携 

教育実習の事前・事後、実習中の学習指導等 

教職教育センター 
外国語学部の教務全般 運営委員会 

教職課程の全学統括 
（教務委員会の下部組織） 

連携 

連携 

連携 

各教育委員会 

小・中・高等学校 
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教 育 実 習 校 承 諾 書  

 

令 和 ６ 年 ２ 月 2 0 日 

 

学校法人 関西外国語大学 

理事長  谷本 榮子 様 

 

枚 方 市 教 育 委 員 会 

教 育 長  尾 川 正 洋 

 

 

 関西外国語大学 教職課程教育実習履修者（国語科）について、本市教育委員会所管の中学校を教育実

習校とされることを承諾いたします。 

 但し、実習希望学生は、実習の前年度に実習希望校の校長の内諾を得ることとします。 

 

 

記 

 

 

１．枚方市教育委員会所管の中学校 

第一中学校 第二中学校  第三中学校  第四中学校  津田中学校  

枚方中学校 中宮中学校  招提中学校  楠葉中学校  楠葉西中学校 

東香里中学校  長尾中学校  杉中学校   山田中学校  渚西中学校 

桜丘中学校 蹉跎中学校  招提北中学校  長尾西中学校    

 以上 19 校   学級数計 359 学級（令和 5 年 5 月 1 日現在） 

 

 

２．実習受け入れ期間 

実習希望学生が、実習実施の前年度に実習希望校の校長と相談のうえ、決定する。 
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令和 6 年２月 27 日 

 

学校法人関西外国語大学 

理事長  谷本  榮子 様 

 

大阪府教育委員会 

教育長 橋本 正司 

 

教育実習及び学校インターンシップ受入れ承諾書 

 

貴大学が設置する教育職員養成課程に係る教育実習及び学校インターンシップの受入れについて、下記のとお

り承諾します。 

 

記 

 

１．教育実習及び学校インターンシップの受入れに係る学部・学科及び免許状の種類 

 

外国語学部国際日本学科 

中学校教諭一種免許状（国語） 

高等学校教諭一種免許状（国語） 

 

2．教育実習及び学校インターンシップの受入れ時期 

令和 7 年 4 月から 

 

3．所管学校数（令和５年５月１日現在） 

中学校  学校数 3 校           学級数 21 

高等学校 学校数 154 校（うち 1 校は分校） 学級数 2,894 

 

 

 




